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要 旨

国語 。標準語を備 えた近代国民国家 の単一言語への指向性 を浮かび上が らせ るの

が少数言語である。近代 国家における少数言語は多言語社会論の基点 ともなる。

近代国家のなかで、多言語性 を明示 している国家は、誕生時にお もに民族的多様

性ゆえに多言語性が自覚 されている。多 くの国民国家では、言語的少数派による言

語運動の結果、ない しは 90年代以降の言語的人権 (言 語権 )の 考え方によ り、多

言語性 を法的に認めるよ うになった。

EUは 共通通貨ユー ロを発行するな ど、国家的機能 をもあわせ もつ国家連合であ り、

国民国家 を超越する擬似 国家機構 と して も重要だが、加盟各国の国語を自動的に公

用語 とす る多言語機構 と しても注 目に値す る。

西欧における多言語社会のモデル を提供するのはイギ リス とスペイ ンであ り、と

もに地域 レベルでの 2言語平等使用 の模範を提示す る。これ はまた少数言語が 日常

的使用を取 り戻す 「逆行 的言語シフ ト」の模範で もある。

1.多 言 語 社会 とは

1.1少数 言 語

社会は本質的に多言語 的であるが、あえて多言語社会 とい う場合、そ こに言語的

単一化傾向をもつ社会が存在するか らである。それが国語 。標準語 を備 えた近代国

民国家なのである。さらに、こうした国家の単一言語への指向性 を浮かび上が らせ

るのが少数言語である (原 2005a)。

少数派は多数派 とともに誕生す る。国家の枠組みで言語の権力関係が明確になる

のは、まさに言語的少数派 との対抗 関係 が自覚 され るときである。その意味で、近

代国家における少数言語 は多言語社会論の基点 ともなる。

私の言語問題への取 り組みの原点は、1970年 代、地域的な民族主義に揺れるフラ

ンス、ブル ターニュ地方 だつた。最初の論文は、ケル ト系ブ レイス語の現代におけ
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る復権運動 についてで あ り、第 3共和政期にいかなる状況のなかで抑圧 を経験 し、

復興への 自助努力が行 われ るよ うになつたかを、政治的文化的脈絡のなかで描き出

そ うとす る ものであった (原 1982)。 その後ブ レイス語の歴史的状況 を、フランス

の近代国家形成の萌芽期 か らあとづ けることになつたが、そ こで明 らかになつたの

は、中世初期からの書 きことばの存在である (原 1990)。 西欧の主要な少数言語に

あつては、国民国家において国語 。標準語が形成 され る以前 (な い しその同時期 )

に書記化 を経験 してい る。しかもその多 くはキ リス ト教の布教 と密接 に結びついて

いた。この書きことばの問題は、後で見るよ うに、多言語社会論の課題 としてはた

いへん重要 な意味をもつている。

19世紀以降の近代社会 の文脈では、書きことば、文献による史実が過去の自分た

ちの祖先の ものと自党 され、近代におけるナシ ョナ リズム形成 にもつながつたので

ある。ナ シ ョナ リズムは近代国民国家形成 とともに生成 された ものだが、言語的少

数派にあつては、当然 なが ら国民国家の対抗勢力 として、抵抗運動 としてのナシ ョ

ナ リズム とい うことにな る。

1.2欧 州 稀 少言語事 務 局

いわゆる地域主義が 、人間性回復の運動の一つ として、エ コロジー運動などと並

んで主張 されはじめた 1970年代以降、民族問題 とは異なる形で少数言語が西欧諸

国において話題 となつた。「少数、少数化 された、地域的、小 さな、消滅 の危機 に

ある、逼迫 した、危 うい状況の」言語な どとさまざまな言い方があるが、1982年 に

結成 され た ヨーロッパ の教育運動家 たちの交流組織 は、「欧州稀少言語事務局」

(European Bureau fOr Lesser Used Languages)を 名のった (た だ し邦訳名 として

は 「少数言語事務局」 とい う言い方がふつ う)。 この団体 による自らの定義による

と、少数言語 とは 「構造 、音声、語彙、特徴、歴史の帰結において、国家の支配的

言語か ら区別 され、 よ り少ない数 の人々によつて、話 され書 かれ る言語」である

(Carrel 1995)。

「稀少言語」は価値 中立的な表現だが、研究者 レベルでは、少数言語が しば しば

おかれてい る不平等や 消滅の危機 な ど否定的イメー ジを含 めて考 えたほ うがいい

とい う意見が多く、1980年 か ら4年 ごとに開催 され る研究者 の集会は「少数言語国

際会議」 を名乗つてい る。 この面での主導的研究者 ジ ョシュア・ フィ ッシユマ ン
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(Joshua Fishman)は 、少数言語復興 の試 みを 「逆行的言語 シフ ト」 と呼ぶ (フ ィッ

シュマン 2003)。 近代国民国家では、少数言語は死滅すべ き運命 とみな されがちだ

つたが、多元的価値観 の もとで多言語化 に向かいつつあるポス ト近代的状況にあっ

ては、これ まで考え られなかった少数言語の蘇生や活性化が語 られ るよ うになった

のである。

1.3少数 言 語 の定義

1992年 に欧州評議会が制定 し、 1998年 に 5カ 国の批准によって発効 した 「欧州

地域語少数言語憲章」 (European Charter for Regional or Minority Languages)

では、少数言語 を次の よ うに定義 してい る。すなわち、1)当 該国のほかの人々より

数的に少ない集 団をなす国籍保持者 によつて、特定の地域のなかで伝統的に用い ら

れ、2)当 該国の公用語 とは異なるが、3)当 該国の公用語の方言や、移民の言語は含

まない言語 である。つま り、数的劣勢のみではな く、被支配的地位、近年の移民で

はないことが基準に加 えられたことになる。19世紀後半以降の ドイツ 。ルール地方

のポーラン ド移民、第 1次世界大戦以降のフランスヘのアル メニア移民をは じめ、

戦後になって急増す るフランスのマ グ レブ移民や、ドイツの トル コ移民な どは対象

とされないが、近代以前か らの集団言語、ロマ語やイディッシュ語、ユダヤ・スペ

イン語な どはこれに含 めるのである (WoehrHng 2005)。

1996年の 「EU内 の少数言語集団の生産 と再生産」に関す る EU調査報告書『 ユー

ロモザイク』 による少数言語集団の定義 は、社会学的に精緻化 されて、「言語集団

として言及 され る少数者 の概念は、数 の問題ではなく権力関係 による。すなわち、

社会集団 として認識 され独 自の言語文化 を有す るが、より広大な社会や国家のなか

にあっては、集団の構成員に当該言語の常用が保障 され る政治的制度的思想的構成

体を欠いてい る、そ うした言語集団」 と定義 された (Nelde 1996)。

1.4危機 言語

1992年 に国連によつて採択 された「マイ ノ リテ ィ権利宣言」(民 族的又は種族的、

宗教的及び言語的少数者 に属する者 の権利 に関す る宣言 )、 1996年 にバルセ ロナ (ス

ペイ ン、カタルーニャ地方 )に NG066団 体ほか 90カ 国 220人 が集まって提言 された

「世界言語権宣言」では、地域的少数言語 ばか りでなく近年の移民言語の擁護 を視
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野に入れてお り(「 移 民、難民、国外追放者、離散共同体の成員」第 1条 5項 )、 よ

り包括的なものになつている。言語権 とい う、話者が 自言語の使用を自己同一化の

権利 として認 めよ うとす る考え方 も、1990年 代以降、西欧の少数言語復興運動のな

かで確立 したのであ り、現在では、これが基本的人権 のひ とつ として、認識 されは

じめている (集 団的権利 については、個人離脱権 との関連で異論がある)(言語権研

究会 1999)。

国連による 1993年 の 「世界の先住民の国際年」キャンペー ン、翌年末以降 10年

間継続 された 「先住民族 の国際 10年」キャンペー ンに関連 して、ユネスコを中心

に「危機 に瀕 した言語 (endangered languages、 危機言語 )」 救済活動が展開 された。

これは 1970年代以降推進 されてきた先住民の権利回復運動 を継承するものでもあ

つたが、日本ではユネス コの要請 を うけて、東京大学文学部 に、世界の危機言語 に

かんす る情報の集積 をはかる国際センターが誕生 し(1994年 に設置 された附属文化

交流研究施設・東洋諸 民族言語文化部門)、 1999年 か ら 5年 間にわたつて、 日本の

言語研究者の総力 を結集 したプ ロジェク ト「環太平洋の「消滅 に瀕 した言語」にか

んす る緊急調査研究」が 日本言語学会を中心的オーガナイザー として展開 された。

したがつて、1990年 代以降、少数言語は、ヨー ロッパの地域的な言語集団ばか りで

なく、近年の移民集 団、さらには全世界的に救済が叫ばれ る危機言語をも含む概念

として考えられ るよ うにもなつたである (危機言語 2003)。

1.5 多言語 国家

多言語社会論のター ゲ ッ トが近代社会にあるとすれば、その国家論 も近代以降の

あ り方が対象 となる (も ちろんそれは近代以前 を対象 としない とい うことではな

い )。 近代国民国家 、そ してこれ をめざす民族主義運動 にあつては、国家的統一の

象徴 として言語的な単一化が推進 されてきた。しか しなが ら一元化的傾 向をもつ近

代国家のあ り方が、ポス ト近代の状況下で問い直 され、その逆の多元化がキー ワー

ドになるなかで、領域 内で複数言語が使用 されている多言語国家はポス ト近代国家

的な意味を持つ よ うになつた。 その点で多言語国家は新 しい理念を体現 している。

とはいえ単一言語国家 をめざした近代国民国家 も、その理念 を達成できた ところは

なく、今 日ではむ しろその多言語的状況を積極的に是認 している国家 も多い。 した

がつて現状ではすべ ての国家は多かれ少なかれ多言語的だ とい うことができる。
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現在 200カ 国ほどの独 立国家のなかで、125カ 国ほ どが憲法で言語について言及

してお り、この うち 78カ 国は単一の国語 。公用語を規定 している。た とえば、「ア

ルバニア共和国の公用語 はアルバニア語である」 (1998年 修正憲法 )、 「共和国の言

語はフランス語である」(1992年 修正憲法 )。 さらにこの 78カ 国の うち 32カ 国がそ

のほかの言語の保護 を付 け加 えてい る。た とえば、「ガボン共和国はフランス語を

作業公用語 とす る。さらに国語 (複 数 )の 保護 と地位向上に努める」(1997年 憲法 )、

「グアテマ ラの公用語 はエスパーニ ャ (ス ペイ ン)語である。通用語 (複数)は 国

の文化遺産 をなす」(1985年 憲法 )、「イ ン ドネシアの国語はバハサ・イン ドネ シア、

すなわちイ ン ドネシア語 である。ジャワ語、スンダ語、マ ドゥラ語 といった民衆が

よく保存 している地域語 (複 数)は 、国家によ り尊重 され保護 され る」 (1945年憲

法 )。

このほか、30カ 国ほ どが 2言語、 9カ 国 (エ リ トリア、 コモ ロ、セイシェル、バ

ヌアツ、ペルー、ベル ギー、ボスニア、ボ リビア、ル ワンダ)が 3言語、スイスと

シンガポールの 2カ 国が 4言語である。またコンゴ民主共和国 (旧 ザイール)は 5

言語 (フ ランス語が公用語で、リンガ ラ語、ルバ語、コンゴ語、スワヒリ語が国語 )、

セネガルは 7言語 (た だ し 2001年 の新憲法では、「表記システムを備 えたすべての

上着言語に国語の地位 を与 える」 として、言語の例挙を していない。砂野 2005)、

南アフリカは 11言 語 を憲法で公的に認知 してい る。 さらに、国の一部の地域で公

的認知を行 つている場合 もある。イ ン ドでは、英語 も含 めて 19言 語が公的認知を

受け、ロシアでは、 ロシア語を含 めて約 30言語が諸共和国の言語 として法的に認

知 されてい る。 また中国では 55の 少数民族が公的に認知 されて、い くつかの言語

は地域にお ける公的地位 を与えられている (原 2005b、 Spolsky 2004)。

いわゆる先進国のなかで多言語性が法的に認知 されてい る場合は、連邦制や分権

といつた国家的な多元性 がそこに反映 されてい る。いつぽ う開発途上国の場合は、

複数民族 とい う国家の成 り立ちか ら、権力上いや応 なく認 めていることが多 く、セ

ネガルや南アフ リカの よ うに、政治的均衡化 とい うよりもむ しろ文化遣産の保護 と

しての認定 とい う色彩が濃 い場合 もある。

1.6 公 用語 口国語

公的認知の憲法 (言 語法 )上 の用語 と して一般的なのは、公的機関での使用 を認め
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る公用語 (official language)で ある。植民地が独立 して、旧宗主国の言語 を公用

語に規定す る場合は、土着語、民族語 を国語 (national language)と して、国の独

自性の象徴 として掲げることがある。た とえば、中央アフ リカ (フ ランス語が公用

語、サンゴ語が国語 )、 セネガル (フ ランス語が公用語、セ レール語、ソニ ンケ語、

ウォロフ語 な どが国語 )が 挙げられ る。国語 。公用語の用法は一定ではな く、土着

語を国語 としてばか りでなく、公用語 として認知す る場合、た とえば、ル ワンダ (ル

ワンダ語が国語 。公用語 、フランス語が公用語 )、 ス リランカ (シ ンハ ラ語 とタ ミ

ール語が国語 。公用語 、英語が通用語 )、 ヴァヌアツ (ビ スラマ語が国語 。公用語、

英語 。フランス語が公用語 )、 アイル ラン ド (エ ール語が国語 。第 1公用語、英語

が第 2公用語 )の よ うな例のほか、どちらも公用語 として認知 している、ハイチ (ク

レオール語 とフランス語 が公用語 )、 セイシェル (英語、フランス語、クレオール語

が公用語 )、 ケニア (キ ス ワヒリ語 と英語が議会公用語 )な どの例 もある。 スペイン

では、全 国 レベルでカスティー リャ語 を、各 自治共和国 レベルで、エ ウスカル・エ

リア (バ ス ク)語 、カタル ーニャ語、ガ リシア語 を公用語 と規定 している (原 2005

b)。 国語 。公用語の定義は国によって異な り、一般的に区別 して規定す ることは

不可能であ り、その必要 もない。

1.7 国 家語 その他 の 公 的規定

旧ソ連圏またオース トリーなどでは、国語ではなく国家語 (state language)と い

う表現で、国家の言語 に対する庇護権 を打ち出 している。旧ソ連圏では、た とえば

カザフスタン (カ ザフ語 が国家語、ロシア語が民族間通用語 )、 トゥル クメニスタン

(ト ゥル クメン語が国家語 )、 リトアニア (リ トアニア語が国家語 )が 挙げ られ る。

国家の成 り立ちに複数 の主要な民族が関係 している場合には、複数の言語が憲法

で認定 され ることがあ る。たとえば、ボスニア・ヘル ツェゴヴィナ (ボ スニア語、

セル ビア語、クロアチア語が公用語 )、 カナダ (英 語 とフランス語が公用語 )、 キプ

ロス (ギ リシア語 と トル コ語が公用語 )、 フィンラン ド(フ ィンラン ド語 とス ウェー

デン語が国語 )、 スイス (ド イツ語、フランス語、イタ リア語、ロマ ンシュ語が国語 。

公用語)で ある。

多言語 国家 として知 られているイ ン ドは、憲法では ヒンデ ィー語 を公用語 と規定

するだけで、憲法施行 か ら 15年の期限を限つた (た だ し延長可能)英語 の公的使
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用の規定はあるが、その他 の言語 については、州 レベルで規定 され るにす ぎない (18

言語が共和国憲法第 8附則で認知 されている)(藤 井 1999、 2000)。 同様に多言語国

家 としてよく引き合いに出 されるベルギーの場合 も、フランス語地域、オランダ語

地域、バイ リンガル (首 都)地域、 ドイツ語地域 とい う言語地域 の規定だけで、公用

語 。国語の規定はない。

アル ジェ リア (ア ラブ語が国語 。公用語 )、 コスタ リカ (ス ペイ ン語が公用語 )、 フ

ィー ジー (英 語が議会公用語 )、 ガボ ン (フ ランス語が公用語 )、 ヨルダン (ア ラブ語

が公用語 )、 カンプチア (ク メール語 が公用語 )、 マル タ (マ ル タ語が国語)な どのよ

うに、憲法で単一の公用語 。国語 の規定 しか もたない場合でも、 1日 宗主国の言語や

少数民族の言語が存在す るので、多言語国家であることにかわ りはない。 日本のよ

うに、憲法での言語規定がまった くない場合、イギ リスのよ うに憲法そのものが存

在 しない場合でも、地域語や移民の言語を考慮すれば、単一言語国家 とはいえない。

近代国家のなかで、多言語性 を明示 しているのは、誕生時にお もに民族的多様性

ゆえに多言語性が 自覚 されている (し たがつて一方的支配関係 とはならない)場合

であ り、その数はけつ して多 くはない。多 くの国民国家では、言語的少数派による

言語運動の結果、ない しは 90年代以降の言語的人権 (言 語権)の 考え方により、

多言語性が法的に認 め られ るようになつた (原 2005b)。

2.欧 州 多言語社 会 論 の現状

2.l EUモ デル

EUは共通通貨ユー ロを発行す るな ど、国家的機能をもあわせ もつ国家連合であ り、

国民国家 を超越す る擬似 国家機構 と しても重要だが、加盟各国の国語を自動的に公

用語 とす る多言語機構 としても注 目に値する。 2004年 5月 、10カ 国の新規加盟で

9言語、すなわちエス トニア語、ラ トビア語、 リトアニア語、ポー ラン ド語、チェ

コ語、ス ロヴェニア語、ス ロヴァキア語、マジャール (ハ ンガ リー)語、マルタ語

が新 しく EU公用語 とな り、全部でそ の数は 20言 語になつた (そ れまでは、独仏蘭

伊英希西デンマーク、ポル トガル 、 ス ウェーデ ン、スオ ミ (フ ィンラン ド)の 11

言語だつた )。 キプロスが統合化すれ ば、 トル コ語 も公用語 となることが予定 され

る。2007年 1月 にはブルガ リア とルーマニアの加盟が実現す るが、その時点でブル

ガ リア語、ルーマニア語 も自動的に EUの 公用語 となる。
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2003年 に干J行 された「EUの 言語的多様性のためのフランス国民議会 EU派 遣団の

報告書」 (Herbillon、 2003)に よれば、欧州議会には 1150人 の翻訳者が働 き、毎

年延べ 56000日 の通訳をこな している。EU委 員会では毎年 1300万 ページの翻訳を

行い、EU委 員会、閣僚理事会、経済社会委員会、地域委員会 をあわせ ると、700人

の通訳が毎 日活動 している。通訳は一人一 日 625ユ ー ロ (約 9万 円)で あ り、欧州

議会での多言語関連費用は、 2億 7400万 ユー ロ (約 410億円)に のぼ り、事務予

算の 30%を 占めるとい う。さらに 1言 語が公用語 として加 わるごとに 800万 ユーロ

の通訳料 が毎年必要 とい う見通 しを示 した。つま り、EUの事務的経費の 3-4割 は

通訳翻訳関連なのである。

重要なのは、この経費がけつ して無駄ではな く、これ こそ文化的富だ とい う認識

がそこにあるとい うことである (原 2005c)。 マイナーな公用語は翻訳作業によつて、

まさに言語 として育成 され るのである。た とえば、マル タ語 は、EU加入に平行 して、

2004年 7月 20日 、「マル タ言語法」を作成 して、通訳翻訳家の本格的な養成 を開始

した。EUの 一人前の公用語たるにはまだ年月を要す ことになるが、公用語間の法的

平等性は保 たれている。 もちろん EUレ ベルの多言語使用の状況は とい うと、建前

どお りにはけつ してことが進んではいない。最上部に主要作業語 (英 仏)が あ り、

その下に主要公用語 (独 西伊)が あつて、これ らの言語が媒介的な ピボ ッ ト言語 と

なり、その他の公用語への通訳翻訳が行われ る (レ ドレール 2004)。 したがつてマ

ルタ語 とスオ ミ (フ ィンラン ド)語 の通訳 といつた、マイナーな公用語間の直接的

通訳は必要 とされず、経費的には「節約」が行われている。 こ うして、言語的強弱

により、主要作業語 (英 仏 )、 主要公用語 (独 西伊 )、 その他の公用語 と、事実上 3

階層化 されていることになる。

2.2 EUと 少数言語

人 口 40万 人弱のマル タ語が EU公用語 として認知 された ことで、これまで公用語

でなかつた言語の認知運動が高まることになつた。その代表がエール (ア イルラン

ド)語 である。エール語は、エール (ア イル ラン ド)の 国語 。第 1公用語 とい う国

内的地位 を持 ちなが ら、 1973年 の EC加盟以来、ヨー ロッパでは 「条約言語」すな

わち基本条約のみ翻訳 され るとい う国語 としては屈辱的な地位 に甘ん じていた。そ

れは確か に加盟時に EC公用語になることを要求 しなかつた とい うことだが、国内
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でも公的 には満足に用 い られていない とい う厳 しい現実があつた。「欧州稀少言語

事務局」の主要メンバー として加 わ り、初期には活動の拠点 をも提供 した (ダ ブ リ

ンにその本部があった)の は、それ ゆえであった。EUで は少数言語の交流を積極的

に進めるとともに、国内的には、2003年 7月 、「公用語法」 を制定 して、公文書に

おけるエール語使用の拡大、英語 との平等化に取 り組みは じめた。同年 12月 、EU

での公用語化 をめざす運動が開始 され、翌 2004年 7月 には、EU公用語化要求をエ

ール政府が公的に行 うこ とが決定 され、同年 11月 24日 、プ リュッセルでの EU大

使会合で正式に提案 され た。ここでは「マル タ語 と同等の地位」が要求 された。2005

年 6月 13日 、EU閣 僚理事会で公用語化が決ま り、2007年 1月 か らこれが実施 され

ることになった。マル タ語 と同等の地位 とは、理事会、欧州議会 の決定事項の翻訳、

閣僚 レベル での通訳であ り、EU理事会、議会内の委員会 レベル では通訳はつけない

とい うものである。それ で も HO人 の翻訳家 と 40人 の通訳が新たに必要だ とい う。

「欧州稀少言語」の代表格 とい えるカタルーニャ語は、エール語 と並び、少数言

語の復権 を牽引 している。話者人 口でいえば、エール語やマル タ語 とは比較 にな ら

ないほどの規模 を有 し (約 1000万人 )、 独仏英伊西蘭に次いで、EU内 で 7番 目の大

言語だ とい う。 1980年代 か らす で に公用語化要求キャンペー ンを展開 してお り、

1990年 12月 、欧州議会 の決議によ り、バルセ ロナの EC支 局 において、EC諸機関

との通信言語 として認定 されてい る。スペインでは、このほかエ ウスカル・エ リア

(バ スク)語でも認知要求運動があ り、これに続 くのが、イギ リスのカム リー (ウ

ェールズ)語 とオランダのフリジア語である。

西欧にお ける多言語社会のモデル を提供す るのはイギ リス とスペインであ り、と

もに地域 レベルでの 2言語平等使用 の模範を提示 してい る (ウ ィ リアムズ 2004a、

2004b、 プ ッチ 2004)。 両者 はまた少数言語が 日常的使用 を取 り戻す「逆行的言語シ

フ ト」の模範 でもある (フ ィッシュマン 2003)。

2.3 多言語社会イギ リス

英 国は、 2000年 3月 、地 域語少 数 言語欧州憲 章 に署名 し、翌 01年 3月 に批准 し

た。最初 の報 告 書が、02年 7月 に干J行 され たが、それ に よれ ば 、カム リー語 、アル

バ (ス コ ッ トラン ド)語 、エール (ア イル ラン ド)語 、ケル ノ ウ (コ ー ン ウォール )

語 、 ス コ ッツ語 (ス コ ッ トラン ド英 語 )、 アル ス ター・ ス コ ッツ語 が英 国の 「地域
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語少数言語」に認定 されている。

2.3.1 ウ ェールズ

復権が もつとも進 んでいるのはウェールズのカム リー語である。1991年の国勢調

査では 50万 8千人 (18.7%)が 言語能力を主張 していたが、2001年 の国勢調査では

これが 58万 2千人 (20。 8%)に なつた。1980年 までは減少、80年代が停滞だつた

が、90年代 から増加 に転 じたのである。フィッシユマンのい う「逆行的言語シフ ト」

の模範的事例を提供 しているのである。 1988年 の教育法改革 によって、1990年 か

らカム リー語学習が公 立学校で義務化 された。2001年 の国勢調査では、 5歳か ら

15歳 の 40.8%が カム リー語会話能力 を申請 した。義務教育世代では、 4割 が会話能

力をもつているとい うことであ り、全体の 2割 の 2倍 の比率 となつている。将来的

展望を明 るくするものである。

また 1998年 の 「カム リー語法」の制定によって、「カム リー語委員会」Bwrdd yr

laith Gymraegが 設立 され、さまざまな レベルで言語復興がは じまることになつた。

特記され るべきは、公的機 関 (役所や郵便局、消防署、警察署、税務署な ど)に 「言

語運用計画」を作成 させ 、カム リー語の復権をこ うした機 関の自発的努力にゆだね

たことである。自治議会 の発足までに公的機関ではこうした運用計画の作成が終わ

り、計画の実施が進 んでいる。また銀行や商店な ど民間会社でもこ うした計画の作

成が奨励 されている。

1999年 の自治議会創設か らすでに 7年が経過 しているが、第 I期 (99-03年 )

経過後の状況についての報告書によれば、言語的な復権 を自治議会 レベルで統括す

る「カム リー語委員会」は、予算が 687万 ポン ド (02年 )か ら 1158万 ポン ド (03

年 )、 1233万 ポン ド (04年 )、 1332万 ポン ド (05年 、約 27億 円)へ と増加 した。

ただし 02年 8月 に発表 された 「皆の言語一イアイス・パ ウブ Iaith Pawb」 政策に

よつて、 この委員会 は 07年 に廃止予定 となつた。つま り、各部署の責任 により政

策遂行が可能にな り、全体を統括す るような組織 はもはや必要 としない と判断 され

ているのである.「 皆 の言語」政策では、01-H年 の 10年 間で話者 を 5%増加 させ

ることが 目標化 され たが、このためには義務教育 レベルで 25%の 増加が必要だ とい

う。政策発表時の現状ではカム リー語運用小学校は 420校 だが、 これを 2011年 に

は 520校 程度に し、これ には 800人 の教員の追加が必要になるとい う。また教育領
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域 と並んで、 コ ミュニテ ィレベルで言語的活性化が強調 され、 とくに 70%以 上の

人々がカム リー語を話す コ ミュニテ ィの人 口減退 を食 い止めるこ とが重要だ と力

説 された。いずれ も言語 復興ではもつ とも重要な事項であ り、少数言語の逆行的言

語シフ トの模範的事例 といつていいだ ろ う。

2.3.2ス コ ッ トラ ン ド

スコッ トラン ドのアル バ (ス コッ トラン ド・ゲール)語 は、2001年 の国勢調査で

は、 9万 3千人 (1.8%)が 何 らかの能力を申告 したが、カム リー語 に比べると言語

人 口ははるかに少ない。 1999年 の自治議会の発足後、2003年 3月 に「アルバ (ガ

ー リック)語開発局」BOrd na Gaidhlig(Gaelic development agency)が 設立 され

た。 ウェール ズでは自治議会設立前 か ら言語的な復権 。活性化が始まつていたが、

スコッ トラン ドでは自治議会の発足後、その政治的 自立性が文化面にも反映 され る

ようになつたのである。 自治政府に直属 し、 8人 のメンバーか らな り、「カム リー

言語局」を模範 とした活動 が予定され る。ただ し 2003年 の予算は 83万 ポン ド (1

億 1千万円)、 ウェール ズの 10分 の 1以 下である。 04年 10月 に新規に開館 したス

コッ トラン ド新議事堂の案 内表示は英語 。アルバ語のバイ リンガルだが、自治議会

内では言語担 当官は 2人 だけで、 ウェールズのよ うな通訳 。翻訳部はない。04年

11月 に可決 された「アル バ語言語法」では英語 との平等が謳われ ることはな く、法

制度へのアルバ語の導入 も予定されていない。カム リー言語法の よ うな逆行的言語

シフ トの行程 をめざして はいるがそれ とは レベルが違 うと、運動家たちか ら批判 を

受けている。ただ 02年 に提 出された議員立法の言語法案は、地域限定型だつたが、

法律 として可決 された こち らの言語法 は全地域への適用 を考えてお り、一歩前進で

はある。1999年 にできた最初のアルバ語運用小学校は、本来のアルバ語地域だ とは

いえない、南部の大都市 グラスゴーだ つたのであ り、その点が考慮 された。アルバ

語教育は、現在、小学校 では 60校 、2000人 の児童、中等学校では、36校 974人 に

のぼっているが、ウェール ズに比べ る とその規模 はまだ 10分 の 1程度にす ぎない。

2.3.3 その ほかの地 域

北アイル ラン ドでは、1998年のベル ファス ト合意 によつて、エール語 とスコッツ

語を平等に振興 させ るこ とになつた。エール語はケル ト系で、アイルラン ド統合の
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象徴であ り、カ トリック派の言語である。スコッツ語は、英語 と同系であ り、スコ

ットラン ドか ら移住 したプロテスタン ト派を象徴す る言語 となつている。こうして

「言語的多様性を尊重す る」ため、 とくにエール語振興 については、「英国 とアイ

ルラン ド政府が一致 して行動をとる」 ことが合意 された。 99年 12月 以降、両国の

言語団体 による協議 が開始 され、エール語についてはエール (ゲ ール )語局 Foras na

Caeilgeが 担 当し 、ス コッツ語については、「アルスター・スコッツ語局」Tha BOOrd

O Ulstё r― Scotchと い う団体が設けられ ることになつた。 2000年 11月 に 3年間、

総額 410万 ポン ドの推進計画が立て られ、アルスター大学では「アルスター・ スコ

ッツ研究所」が設立 されて、スコッツ語英語辞書、録音資料作成な どが開始 された。

両言語 ともにアイル ラン ド島全域を対象 として振興を推進す るのであ り、言語文化

から地域的な融合・ 平和活動が期待 されているのである。アイル ラン ド側の当初の

予算は 1750万 ユー ロ (約 25億 円)で あ り、ウェールズでの言語関連予算に匹敵す

る。その言語的規模 が 10分の 1以 下であることを考えると、その政治的重要度が

投影 され ているとい うことになるだろ う。

アイル ラン ドとイギ リスの間にあるマン島は英王室の属地であ り、法的には返還

前の香港 と似ていて、ほかのイギ リス諸地域 とは異な り、EUに は入 つていない。王

室から付託 された 自治議会がすでに数百年に渡つて機能 している。ここにマ ン語 と

い うケル ト系の言語 が存在 し、まさにローカル・アイデ ンティティの象徴的役割 を

果たしてい るが、記述言語学者によれば、1974年 に最後の「伝統的」話者が死んだ

とされ る。 しか しなが ら 20世紀は じめか ら復活運動があ り、社会言語学的には一

度も死に絶 えた とはいえない。 1991年 国勢調査では、全 島民 71000人 中、 1689人

がマン語理解能力 を表明 し、2002年 のイギ リスの地域語憲章認可の際に、その対象

となる少数言語 として も認知 された。イギ リスのほかの地域での言語運動 を反映す

る形で、 1992年以来 、言語教育が開始 され、現在、島内の全小学校 35校 と 5中 等

学校、 1000人 ほ どがマ ン語教育を受けているとい う。 2001年 、マ ン語 を授業言語

とする小学校の学級 がスター トし、2003年 には小学校 1校全体がそ うなった。島 と

い う孤立性、さらに 自治議会の伝統によつて、独 自な言語文化の振興は急速 に進展

しつつあるといえよ う。

イングラン ドの南西端に位置す るコーンウォールには、ケル ノウ (コ ーンウォー

ル)語 とい うケル ト系言語が存在 したが、 1777年 に最後 の母語話者が亡 くなって、
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以来死滅 した言語だつた。だが 20世 紀は じめに復活運動 が起 き、2000年 代初頭で、

4000人 の話者、 うち 500人 は普通 の会話が可能になるまでに運動が進展 している。

2002年 のイギ リスの地域語憲章認 可の際にこれ も少数言語 として認知 され、2005

年か ら政府の補助金が支給 され るよ うになつた。まだ学校教育で教えられ るには至

っていないが、おそ らくこれ も時間の問題だろ う。 自治議会設立運動 も進展 してお

り、これに並行す る形 で言語文化運動が今後 とも展開 され る可能性が高い。

2.4欧 州少 数言語 の 新 た な連 携 網

イギ リス とスペイ ンでの自治議 会 の進行 と地域 レベル での言語政策 の進展によ

つて、EU内 の少数言語 の連携網は新 たな段階を迎えよ うとしている。2001年 10月 、

ウェールズのカム リー語委員会、ス コッ トラン ドのアルバ (ゲ ール)語委員会、ア

イル ラン ドのエール (ゲール)語局 Foras na Caeilge、 バスク自治政府、カタル

ーニャ自治政府、オラング・フリース ラン ドのフリジア語局 Berie foar it Frysk、

フィンラン ドのス ウェーデン人議会 Svenska Finlands folktingetの 7団 体によ

って 「欧州言語局欧州ネ ッ トワー ク」The European Network 9f European Language

Boardsが 設立 された。いずれも各地域のなかで法的な裏付けをもつて、言語局が設

置 されている団体であ り、それが このネ ッ トワーク加入の条件 となつている。2003

年 12月 には、欧州委員会の言語学習・言語的多様性行動計画の一環 として援助金

を得 ることに成功 し、「欧州言語計画 局ネ ッ トワーク」Network of European Language

Planning Boardsを 発足 させた。 ここでは、家族内での言語継承、 3言語のイマー

ジ ョン教育、情報通信技術、商業的使用の 4部 門に活動が集約 され、最重要部に集

中的に投資が行われてい ることにな る。少数言語の活性化 ばか りでな く、言語教育

一般 についてみても模範的事例 とい えるだろ う。一般化すれ ば、言語局による集 中

的な言語計画の策定 と実施がその中核にあ り、これが西欧型少数言語活性化モデル

とい うことになる。

3.多 言 語社 会 論 の 課 題

3.1多言語社 会 研 究 会

1998年 6月 には じまった多言語社会研究会では、発足に際 して次のよ うな課題 を

掲げた。すなわち、
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① 地域的民族的少数派、移民・外国人労働者の言語文化的問題・要求/復権運動、

言語政策

② 言語帝国主義、フランコフォニー といつた言語覇権主義 と多言語主義、国際的

組織での言語使用

③ 言語侵略史、植民地 (時代)お よびポス ト・ コロニアルの言語問題

④ 国語・標準語の形成/歴 史、方言・民衆言語などとの権力関係、言語政策

⑤ 多言語社会の形成/現 実、その言語紛争、また言語政策/戦 略

⑥ 多言語的メディア・ コミュニケーション論、バイ リンガル教育その他多言語社

会に関する諸問題

である。研究会では、これまで 8年 あまりのあいだに 40回 近くになる東京研究例

会、年 1回 沖縄での「うちな―ぐち弁論大会」にあわせて行つている沖縄研究会 (う

ちな―ぐち活性化運動を支援する意味合いを当初から込めていた)、 通算 3回 を数

える研究大会 (研究年報 1号、2003年 、 2号、2004年 、3号、2006年 )、 さらに4

度にわたるシンポジウム (「 欧州多言語主義」 (『 ことばと社会』別冊 1号 「ヨーロ

ッパの多言語主義はどこまできたか」2002年 、課題②⑤にかかわる)、「地域語復興」

(『 ことばと社会』第 8号 「地域語発展のために」2004年 、課題④に関係。また共

催で「言語帝国主義」 (三 浦・糟谷編『 言語帝国主義とは何か』2000年 、課題②の

一環)「脱帝国と多言語社会」 (『 ことばと社会』別冊 2号 「脱帝国と多言語社会の

ゆくえ」2005年 、課題③にかかわる))を 開催 してきた。研究会 と平行 して刊行さ

れた『 ことばと社会』は、現在までに第 9号、別冊 2号 になるが、ここでは、課題

①に関する「地名の政治言語学」(第 1号、1999年 )、
「言語の復活」(第 2号、1999

年 )、
「危機言語」 (第 7号、2003年 )、 ②に関する「単一言語支配」 (第 3号、2000

年 )、 ④に関する「漢字文化圏の文字ナショナ リズム」 1(第 5号、2001年 )、 同 2

(第 6号 、2002年 )、 ⑥に関する「メディアと多言語」(第 4号、2000年 )、 「バイ

リテラシー」(第 9号 、2006年 )な どといつたテーマを取 り上げてきた。第 10号 で

は社会言語学的な理論特集を予定 し、第 11号では①のもう一つの側面、「移民と多

言語」に取 り組むことになつている。また科研費による研究も、2001年から 03年

にかけては、「多言語社会をめざす言語運動・言語政策に関する総合的研究」(研究

代表者 :林正寛女子美大教授、林 2004)を 手がけ、2004年 から今年度までは、「多

言語社会生成の歴史的条件に関する総合的研究」 (代表者原聖)を継続中である。
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3.2今 後 の 課 題

公共空間が単一言語 によつて形成 され ると考えるのは、国語 。標準語 による言語

統一の幻想 をいだく国民国家 と同様 、すでに過去のものである。 とはいえそれに代

わるべき多言語的公共空 間に関す る総合的研究は、EUの 模範的事例はあるものの、

それが他の地域にも適応 可能な普遍 的モデルだとは言い切れず、今後の課題である。

同様に して、バイ リンガル、ダイ グロシアとい う2項対立的モデルでの原理論研

究がこれまで主流だつたが、む しろ 3言語 (以 上)の社会的使用 について考えるこ

とが、真の多言語社会研 究になる とい う指向性が強ま りつつある。 2.4で 指摘 した

ように、欧州少数言語復興運動の牽引役 を果たすグループは、 3言語イマージョン

教育を最重要 目標に設定 している。1990年代までの研究では、第 2言語、第 3言語

の習得 については、言語教育の視点か ら「個人的」学習がターゲ ッ トに されてきた

が、ダイグロシア状況を踏 まえた社会的状況を考慮にいれた第 3言語習得研究につ

いては、こ うした少数言語活性化 に携 わる研究者のなかか ら生まれてきたのである。

1999年 に 開 始 され た 「第 3言 語 習 得 、 3言 語 主 義 国 際会 議 」 International

Conference on Third Language Acquisition and Trilingualismは こうした観点に

基 づ い て い る (隔 年 開 催 で 05年 の 第 4回 大会 は 「多 言 語 主 義 国 際会 議 」

International Conference on MultiHngualism、 07年 の第 5回 大会は 「第 3言語

習得、多言語主義国際会議」 となつている)。

も う一つ重要なのが、最初に述べた書きことばの多言語使用 とい うレベルである。

両親の言語が異なる場合 、またその生活地域の言語が異 なる場合 は、 2言語ない し

3言語の幼児習得が可能 になる。一般的にはさまざまな言語 を口頭で、コー ドス ウ

ィッチングを しなが ら操 る とい うのが多言語社会のイメージだが、そ うした口頭 レ

ベルな ら近代以前には どの社会にも程度の差はあれ存在 した。近代社会 においても、

地域方言や社会方言を考慮 に入れ る と、程度の差はあれ、どの社会 も多言語的だ と

いえる。

だが書きことばではそ うはいかない。た とえ母語であつて も書 きことばの習得に

は相当な努力が要求 され るのである。真 の多言語主義は こ うした努力 を要す る言語

獲得、すなわ ち幼児習得 ではない言語学習に基づ く。こ うした考 え方が多言語主義

の基本 としての 「バイ リテ ラシー」 (2重書記言語)で ある (『 ことば と社会』第 9

号特集 )。 したがつて 「マルチ リテ ラシー」 こそめざすべ き多言語社会の形 とい う
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こ とにな るが、過去 の歴 史的文献 に基 づ く研究 を別 にす れ ば (こ の レベ ル は以前 か

ら多 くの研 究 がある )、 この点で も今 後 の課題 は数 多 い。
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